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第

ジ
ャ
ヲ
プ
勧
告
の
内
容

我
国
白
河
税
制
度
を
シ
ャ
ウ
プ
税
制
と
呼
ぶ
人
が
あ
る
。

y
v
ウ
プ
税
制
と
は
、
我
国
D
租
税
制
度
が
ヨ
ロ
ン
ピ
ア
大
学
教
授
の
V

ャ
ウ
プ
博
士
を
団
長
と
す
る
税
制
使
節
団
白
勧
告
に
止
っ
て
作
ら
れ
た
の
を
さ
ナ
の
で
あ
る
。

V

ヤ
ウ
プ
勧
告
は
第
-
次
勧
告
と
第
二

次
勧
告
と
に
分
れ
て
い
る
。
第
一
次
勧
告
の
本
当
の
名
前
は
シ
ャ
す
ア
使
節
団
日
本
税
制
報
告
書
(
同
3
0円

円

O
P
H
3
E
2
0
4
2
ω

宮
口
『
吋

F
O
印
『
。
石
呂
田
巴
。
ロ
〕
て
あ
っ

τ、
本
文
二
冊
、
附
録
二
冊
、
い
づ
れ
も
英
文
と
日
本
文
と
を
併
用
し
て
い
る
。
本
文
は

「
日
本
の
租
税
制
度
」

「
同
家
財
政
と
地
方
財
政
と
の
関
係
」

「
政
府
支
出
の
予
想
と
こ
れ
に
応
ず
る
税
制
改
革
の
勧
告
」

「
個
人
所

得
税
!
ー
税
率
の
控
除
L

「
所
得
税
ー
ー
そ
の
他
の
問
題
」
「
法
人
」
「
個
人
所
得
税
お
よ
び
法
人
税
に
共
通
す
る
問
題
」
「
贈
ケ
税
b

「
住
民
税
」
「
不
動
産
税
(
地
租
及
び
家
屋
税
)
」

主
び
遺
産
税
」

「
煙
草
専
売
益
金
沿
よ
び
酒
税
」

「
モ
の
他
の
間
接
税
治
上
び
関
税
」

「
モ
白
仙
の
地
方
税
」

「
所
得
税
に
お
け
る
納
税
協
力
・
税
務
行
政
白
執
行
な
ら
び
に
訴
願
」
の
十
四
章
よ
り
構
成
せ

b
れ
、
刊
録
は

「
固
定
資
産
の
再
評
価
」
「
個
人
所
得
税
お
よ
び
法
人
所
得
税
心

「
地
刀
団
体
の
財
政
」

「
所
得
税
に
わ
け
る
不
規
則
所
得
の
取
扱
L

執
行
」
の
四
部
よ
り
た
る
。



こ
の
よ
う
に
Y

ヤ
ウ
プ
勧
告
は
種
々
の
内
容
テ
持
っ

τい
る
。
例
え
ば
「
軍
隊
な
奇
国
家
」
と
い
う
憲
法
の
某
本
問
題
に
ふ
れ
る
文

何
も
あ
り
、
地
方
行
政
調
春
委
員
会
議
(
議
長
の
神
戸
正
雄
博
±
の
名
を
採
り
神
戸
委
員
会
と
い
う
名
称
が
広
〈
行
わ
れ
て
い
る
〕
と

し
て
行
政
制
度
陀
関
係
し
、
行
政
事
務

2
4配八
7
を
勧
告
し
た
部
分
も
あ
り
、
狭
い
意
味
の
税
制
を
超
え
て
勧
告
し
て
い
る
部
介
も
タ

〈
な
い
。
し
か
し
、
な
ん
と
云
っ
て
も
税
制
が
勧
告
の
中
核
を
い
内
め
、
他
白
部
分
は
直
接
間
接
、
に
税
制
と
結
び
つ
W
て
い
る
。

昭
和
二
十
四
年
と
二
十
五
年
の
税
制
改
官
は
第
一
次
y
ャ
ウ
プ
勧
骨
に
工
つ
↑
て
行
わ
れ
、
二
十
六
年
の
税
制
改
正
は
第
二
次

y
ャ
ウ

プ
勧
告
の
産
物
て
あ
る
D
y
v
ウ
プ
勧
告
の
特
色
は
む
し
ろ
第
一
次
勧
告
に
現
わ
れ
、
従
っ
て
純
粋
の
形
の
シ
ャ
ウ
プ
税
制
は
専
b
二

十
四
年
と
二
十
五
年
の
改
正
に
求
め
る
こ
と
が
同
来
る
。

第

V
ャ
?
プ
税
制
の
特
徴

シ
ャ
ウ
プ
税
制
は
終
戦
後
に
占
領
下
に
行
わ
れ
た
税
制
ゼ
あ
る
。
従
っ
て
平
時
に
は
想
像
も
出
来
な
か
づ
た
思
い
切
づ
た
改
革
で
あ

っ
て
、
そ
の
一
特
徴
は
次
の
六
点

r求
め
る
と
と
が
出
来
る
。

国
税
と
地
方
税
と
の
両
方
面
に
わ
た
っ
て
税
制
の
根
本
的
改
革
を
行
っ
た
と
と
で
あ
b
、
税
制
の
全
体
を
涌
じ
て
直
接
税
陀

(
1
)
 

童
心
を
置
さ
、
間
接
税
に
つ
い
て
は
消
極
的
な
態
度
を
と
り
、
む
し
ろ
軽
減
ま
た
は
廃
止
す
る
方
向
を
と
ヮ
た
の
て
あ
る
。
国
税
に
つ

い
て
み
る
と
、
有
佃
証
券
移
転
税
、
織
物
消
費
税
、
取
引
高
税
を
廃
止
し
、
地
方
税
に
つ
い
て
は
不
動
産
取
得
税
を
廃
止
し
た
の
は
、

間
接
税
を
減
廃
す
る
方
向
の
著
し
い
現
わ
れ
て
あ
る
。

(
2
〉
国
税
白
中
心
を
直
接
税
に
置
い
た
結
果
と
し

τ、
所
得
税
・
法
人
税
・
相
続
税
を
思
い
切
っ
て
改
革
し
て
、
近
代
的
感
覚
を

加
え
る
こ
と
に
努
力
L
た
の
で
あ
る
。
所
得
税
白
最
高
税
率
を
八
五
%
か
ら
v

五
五
%
忙
引
下
げ
た
代
り
に
、
経
常
的
財
産
税
と
い
う
ベ

シ
ャ
ウ
ヅ
税
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そ
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正
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第
四
号

一』

/、

さ
育
協
阿
税
を
新
設
し
た
の
は
、
世
界
各
国
の
税
制
て
、
初
め
て
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
超
過
、
清
算
の
両
所
得

を
廃
し
、
普
通
所
得
三
五
%
一
本
に
ま
と
め
る
と
共
に
、
民
金
の
繰
越
控
除
・
繰
戻
控
除
を
一
認
め
、
吉

b
に
棚
卸
資
産
の
課
税
方
法
を

改
め
る
な
ど
、
全
面
的
の
改
革
が
加
え
ら
れ
た
。
相
続
税
は
従
来
D
遺
産
課
税
主
義
的
文
訟
を
改
め
、
取
特
者
課
税
主
義
武
訟
を
貰
い

た
の
で
あ
る
。戦

前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
進
行
し
た
イ
ン
フ
レ

l
シ
ョ
ン
の
結
果
と
し
て
、
貨
幣
の
錯
覚
が
税
制
を
撹
乱
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
税
制
を

E
常
化
す
る
た
め
に
は
課
税
標
準
白
合
理
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
こ
と
に
資
産
再
評
価
決
心
中
に
六
財
の
再
評
価
税

(
3〉

を
設
け
、
個
人
ゐ
よ
ぴ
法
人
を
通
じ

τ資
産
の
再
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
譲
渡
所
得

ω
課
税
斗
刀
法
を
修
五
し
て
、
資
本
の
食
い
つ
ぶ

し
を
防
ぐ
こ
と
に
努
力
し
た
の
で
あ
る
。

(
4〉

生
産
を
増
強
し
、
事
業
投
資
を
促
進
し
、
外
資
を
導
入
し
て
日
本
経
済
の
再
建
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
個
人
及
び
法

人
の
課
税
制
度
に
つ
い
て
適
切
左
調
整
を
加
え
る
た
め
に
、
租
税
特
別
措
置
法
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
。

(
5
)
 
地
方
税
に
つ
い
て
は
、
従
来

ω
附
加
税
主
義
主
全
廃
し
、
独
立
税
主
義
を
と
り
、
各
地
方
団
体
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
財
源
に
よ

っ
て
、
地
方
財
政
の
基
礎
を
固
め
た
の
で
あ
る
。
府
県
税
は
、
付
加
価
値
税
(
し
ば
b
く
の
間
は
事
業
税
と
特
別
所
得
税
)

-
遊
興
飲

金
税
・
入
場
税
に
亘
心
を
置
く
と
と
も
に
、
市
町
村
民
税
と
し
て
は
、
人
税
に
市
町
村
民
税
を
と
り
、
物
税
に
固
定
資
産
税
を
採
用
し

た
。
し
か
し
、
財
政
力
の
乏
し
い
地
方
団
体
が
健
全
友
病
動
を
す
る
た
め
に
は
、
独
立
税
だ
け
て
は
不
十
分
で
あ
る
か
ら
、
な
ん
ら
か

の
調
整
財
源
を
ケ
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
制
度
を
創
設
し
て
、
そ
の
欠
点
を
補
う
こ
と
と
し
た
。

(
6
)
 
納
税
者
心
協
力
士
得
て
税
務
行
政
を
適
切
に
進
め
る
た
め
に
、
所
得
税
・
法
人
税
に
青
色
町
合
制
度
目
普
及
を
図
ヲ
た
。
ま

た
、
税
務
行
政
が
国
税
、
地
方
税
を
通
じ
官
僚
主
義
、
独
善
主
義
に
流
れ
る
の
を
防
ぎ
、
税
務
行
政
の
民
主
化
に
力
を
つ
く
し
た
o

税



務
当
防
だ
け
が
知
っ
て
民
間
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
資
料
の
あ
る
こ
と
は
好
ま
し
く
た
い
。
こ
こ
に
、

「
税
白
虎
の
巻
」
と
い
う
〈
き
取

扱
通
達
を
公
開
し
、

「
法
な
け
れ
ば
税
な
し
L

と
い
う
税
金
の
適
法
の
原
則
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

第

ジ
ヤ
ヮ
プ
税
制
の
修
正

昭
和
二
」
l

七
年
に
独
立
し
て
以
来
、
占
領
行
政
に
つ
い
て
再
検
討
の
声
が
高
ま
り
、
税
制
調
査
会
と
地
方
制
度
調
査
会
が
一
応
。
客

申
を
山
し
た
の
で
あ
る
。
二
十
九
年
の
国
税
と
地
方
税
の
改
正
は
と
の
民
日
中
心
織
を
尊
重
し
て
行
わ
れ
た
も
白
て
あ
る
。
税
負
担
の
調

整
、
資
本
法
問
積
の
促
進
、
抗
日
沢
消
費
白
抑
制
お
よ
び
地
方
財
源
偏
在
の
是
正
を
目
標
と
し
て
い
る
。
地
方
制
度
調
査
会
と
臨
時
税
制
調

査
会
心
答
申
に
よ
り
三
十
年
と
三
十
一
年
と
三
十
二
年
に
も
改
正
が
行
わ
れ
た
。

思
う
に
シ
ャ
ウ
プ
税
制
白
基
調
は
、
我
国
税
制
の
近
代
化
と
民
主
化
を
は
か
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
何
分
に
も
占
領
時
代
K
天

下
り
的
に
行
わ
れ
た
も
の
て
あ
る
か
ら
、
方
々
に
摩
燃
の
起
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
。
二
十
七
年
、
二
十
八
年
、
二
十
九
年
、
=
一
十
年
、

三
十
一
年
、
三
十
二
年
の
六
回
に
わ
た
り
行
わ
れ
た
改
正
は
、
シ
ャ
ウ
プ
税
和
の
失
点
を
柿
う
部
分
的
改
正
で
あ
っ
た
。
モ
の
内
容
は

次
の
如
く
で
あ
る
。

(

1

)

 

国
税
・
地
方
税
一
色
泊
じ
直
接
税
に
一
亘
さ
を
置
き
、
間
接
税
を
第
二
義
的
に
扱
っ
て
い
る
己
と
は
変
り
が
た
い
。
し
か
し
、
ゎ

が
国
民
の
考
え
方
よ
り
し

τ、
ア
ン

r
ロ
サ
グ

y
y
の
直
接
税
中
心
主
義
て
貫
く
の
は
適
当
て
在
い
の
や
は
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の

間
接
税
尊
重
主
義
を
加
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
、
国
税
と
し

τ有
恒
証
券
取
引
税
主
採
用
し
、
地
方
税
て
は
不
動
鹿
取
得
税
金

復
活
し
、
た
ば
こ
消
費
税
士
新
設
し
た
。
シ
ャ
ウ
プ
博
士
が
廃
止
し
た
流
通
税
形
式
の
税
制
が
ふ
た
た
び
取
り
上
げ
b
れ
た
こ
と
は
注

目
す
へ
き
事
実

τあ
る
。

ジ
ャ
ウ
プ
税
制
と
そ
の
改
正

第
八
十
巻

立旦

第
四
苦

七



シ
ャ
ウ
プ
税
制
と
そ
の
改
正
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八
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巻
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第
四
号

A 

(

2

)

国
税
に
つ
い
て
与
る
と
、
富
裕
税
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
所
件
税
の
最
高
税
率
を
五
五
%
か
ら
七
O
%
に
引
き
上
げ
た
。

ま
た
、
有
価
証
券
取
引
税
の
採
用
と
歩
調
を
合
わ
せ
、
所
得
税
て
は
譲
渡
所
得
課
税
か
ら
株
式
を
除
く
と
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
み
る
と
、
財
産
税
の
一
部
が
所
得
税
陀
移
り
、
所
得
税
の
一
部
が
流
通
税
に
移
っ
た
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
国
税

の
中
心
を
な
し
て
い
る
の
は
所
得
税
と
法
人
税
で
あ
る
が
、
所
得
税
と
法
人
税
ー

i
地
方
税
て
は
府
県
民
税
と
市
町
村
民
税
と
事
業
税

と
固
定
資
産
税
ー
ー
に
つ
い

τ、
税
務
会
計
と
企
業
会
計
と
の
調
和
を
図
る
た
め
、
シ
ャ
ウ
プ
税
制
を
さ
ら
に
歩
前
進
す
る
こ
と
と

し
た
。

資
産
再
評
価
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
企
業
が
名
目
的
白
一
一
両
利
益
を
追
求
ナ
る
た
め
に
再
評
価
が
思
う
よ
う
に
進
ま
ず
、
そ
の

後
も
資
本
の
食
い
つ
ぶ
し
が
や
ま
ず
、
問
己
資
本
と
他
人
資
木
と
の
比
率
が
変
則
的
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
改
善
ナ
る
た
め
、
資
本

再
評
価
の
促
進
を
図
る
必
要
が
あ
り
、
第
一
次
資
産
再
評
価
の
次
に
、
第
二
次
、
第
三
次
、
第
四
次
の
資
産
再
評
価
を
行
い
、
各
種
白

(

3

)

 

立
法
を
講
じ
て
企
業
資
本
心
充
実
の
促
進
士
図
り
た
臼
で
あ
る
。

租
税
特
別
措
置
法
を
中
心
と
す
る
立
法
に
よ
り
財
政
収
入
以
外
の
目
的
を
達
す
令
た
め
多
大
の
努
力
が
払
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
く
に
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
税
率
の
引
上
げ
が
行
わ
れ
た
た
め
、
こ
れ
が
緩
和
を
図
る
意
味
か

b
し

τ、
課
税
標
準
心
算
定
に
あ
た

(
4
)
 

り
企
業
会
計
と
税
務
会
計
と
の
調
和
士
図
っ
た
の
で
あ
る
。
価
格
変
動
準
備
金
、
退
職
手
当
引
当
金
等
の
準
備
金
制
度
を
整
備
L
、
長

気
の
変
動
に
伴
う
副
作
用
を
回
避
し
た
の
は
、
そ
の
適
例
て
あ
る
。

(
5
)
 
地
方
制
度
に
つ
い
て
は
、
基
調
と
し
て
シ
ャ
ウ
プ
税
制
の
独
立
税
主
義
主
持
続
は
し
て
い
る
が
、
各
種
の
改
革
が
加
え

b
れ
た
。

税
務
行
政
白
方
面
て
は
、
青
色
申
告
の
普
及
徹
底
が
ど
う
も
治
も
し
ろ
く
遅
ば
な
い
。
そ
こ
で
税
務
行
政
の
民
主
主
義
の
基

(

日

)

詞
は
保
っ
て
も
、
便
法
と
し
て
税
務
行
政
の
簡
蒸
化
を
図
る
こ
と
と
し
た
白
て
あ
る
。



第
四

地
方
税
制
の
発
達

シ
ャ
ウ
プ
税
制
白
特
色
は
国
税
制
度
よ
り
も
む
し
ろ
地
方
税
制
度
を
根
本
的
に
改
革
し
た
点
ゼ
あ
る
。
こ
こ
に
地
方
税
制
に
つ
き
ず

ャ
ウ
プ
税
制
の
改
革
と
句
ゼ
の
後
の
改
正
に
つ
い
て
比
較
を
試
み
た
い
。

明
治
以
来
、
国
税
に
主
点

t
h引
き
府
県
税
は
閏
税
附
加
税
を
巾
心
と
し
、
市
町
村
税
は
国
税
附
加
税
と
府
県
税
附
加
税
と
を
中
心
と

し
た
た
め
、
地
万
税
制
は
附
加
税
主
義
て
あ
ワ
て
、
独
立
税
は
わ
づ
か
友
も
り
で
あ
っ
た
。
終
戦
後
、
地
方
税
体
系
か
ら
国
税
附
加
税

を
廃
止
し
、
独
立
税
を
増
し
、
全
体
と
し
℃
地
方
財
源
を
充
実
す
る
方
策
士
講
じ
た
が
微
温
的
の
改
玉
に
止
ま
っ
た
。
シ
キ
ウ
プ
税
制

は
従
来
白
附
加
税
主
義
を
全
廃
し
独
立
税
主
義
一
本
て
貫
く
根
本
的
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
財
政
力
の
乏
し
い
地
方
団
体
に
行
政
力

の
最
低
白
線
を
確
保
す
る
た
め
に
は
調
整
財
源
が
必
要
で
あ
り
、
こ
こ
陀
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
制
度
が
創
設
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

十
ャ
ウ
プ
税
制
に
よ
る
地
方
税
体
系
主
一
司
ナ
と
次
の
如
く
ゼ
あ
る
。

{
普
通
税
・
附
加
価
値
税
、
入
場
税
、
遊
興
飲
食
税
、
自
動
車
税
、
鉱
区
税
、
漁
業
権
税
、
狩
猟
者
税
、
法
定
外
普
通
税

道
府
県
税
{(

目
的
税
:
水
利
地
益
税

}
普
通
税
{
詰
脚
市
民
捌
お
航
賢
一
時
一
叫
ん
も
一
鰹
税
、
荷
車
税
、
電
気
ガ
ス
税
、
鉱
産
税
、
木
材
引
取
税
、
広
判
明
刷
、

市
町
村
税
斗

(
目
的
税
水
利
地
、
話
税
、
共
同
施
設
税

地
方
財
政
平
衡
交
付
金

そ
の
後
二
十
九
、
三
十
、
三
十
一
、
三
十
二
年
に
地
方
税
法
白
改
玉
が
続
い
て
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
法
に
代

シ
ャ
ウ
プ
税
制
と
そ
の
改
正

第
八
十
巻

四

第
四

E

九



シ
J
t

ウ
プ
税
制
と
そ
り
改
正

第
八

l

十
巻

巨耳

目

第
四
号

。

り
地
方
交
付
税
法
が
定
め
b
れ
た
。
ま
た
、
普
通
税
目
的
税
と
地
方
交
付
税
と
の
中
間
の
も
の
と
し
て
地
方
議
与
税
が
設
け
ら
わ
た
。

国
税
財
源
を
地
方
財
政
に
還
元
す
る
方
法
を
講
じ
た
の
で
あ
る
。
現
行
の
地
方
税
体
系
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

一
一
普
通
税
」
道
府
県
民
税
、
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
道
府
県
た
ば
〆
一
消
費
税
、
娯
楽
施
設
利
用
税
、
遊
興
飲
金
税
、

一
-
間
動
車
税
、
鉱
区
税
、
約
別
加
者
税
、
固
定
資
産
税
(
特
例
)
、
法
定
外
普
通
税

一
目
的
税
-
軽
油
引
取
税
、
水
利
地
益
税

道
府
県
税
~一

地
方
議
与
税
・
入
場
譲
与
税
、
地
方
道
路
譲
与
税

f

地
方
交
付
税

一
普
通
税
市
部
品
石
譲
一
官
、
間
報
害
事
、
市
町
村
た
ば
こ
消
費
税
、
電
気
ガ
ス
税
、
鉱
産
税
、
木
材

一
目
的
税
一
入
湯
税
、
都
市
計
画
税
、
水
利
地
益
税
、
共
同
施
設
税
、
国
民
健
康
保
険
税

市
町
村
税
(一

地
方
議
与
税
・
特
別
と
ん
譲
与
税
、
地
方
道
路
譲
与
税

一
地
方
交
付
税

現
行
地
方
税
制
度
と
シ
ャ
す
プ
勧
告
に
よ
る
地
芳
税
制
度
と
を
比
較
す
る
と
次
の
十
点
に
つ
い
て
臭
っ
て
い
る
。

(
1
)
 
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
国
税
地
方
税
の
問
分
の
基
準
と
し
て

州
地
方
に
光
分
没
財
剖
酬
を
与
え
る
。
例
都
道
府
県
と
市
町
村
に
は

別
個
の
財
源
を
あ
た
え
る
。
川
門
地
租
家
屋
税
に
つ
い
て
は
固
定
資
産
税
と
し
て
増
収
を
は
か
る
。
同
門
雑
税
を
整
理
す
る
。
白
四
項
目
を

掲
げ
て
い
る
。

勧
告
の
主
旨
は
実
行
さ
れ
た
が
、
二
十
九
年
の
改
玉
に
よ
り
住
民
税
と
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
同
一
税
積
を
都
道
府
県
と
市
町
村

と
の
両
芳
の
財
菰
と

L
た。



住
民
税
は

な
い
o

判
所
得
割
の
標
準
は
所
得
税
の
課
税
標
準
に
よ
り
「
所
得
税
額
」

除
し
た
金
額
」
り
一
二
つ
の
中
、

w
づ
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
勧
告
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
 

め
専
ら
市
町
村
の
財
源
と
し
て

同
判
的
隼
割
以
外
の
標
準
は
所
得
陀
限
定
す
る
。
州
法
人
に
は
住
民
税
を
か
け

「
課
税
所
得
金
額
L

「
課
税
所
得
金
額
よ
り
所
伺
税
額
を
控

勧
告
通
り
実
施
さ
れ
た
が
昭
和
二
十
九
年
よ
P
住
民
税
の
一
部
を
附
県
の
財
源
と
し
た
。
ま
た
法
人
税
割
を
二
十
六
年
か
ら
か
け
る

己
と
に
た
っ
た
。

固
定
資
産
税
は
別
課
税
標
準
を
資
本
価
格
(
従
来
は
賃
貸
価
格
)
と
す
る
o
M
W
償
却
資
産
士
課
税
対
象
に
加
え
る
o

の一一

点
に
お
い
て
勧
告
辺
り
実
施
さ
れ
た
。

(
3
)
 

(
4
)
 
附
加
価
値
税
を
設
け
事
業
税
を
廃
止
す
る
問
題
で
あ
る
。

勧
告
に
従
加
、
附
加
価
値
税
は
法
定
さ
れ
た
が
、
経
局
は
実
施
さ
れ
ず
、
昭
和
二
十
九
年
白
改
正
ゼ
モ
の
法
律
も
廃
止
さ
れ
事
業
税

が
引
続
き
施
行
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)
 
入
場
税
及
び
遊
興
飲
食
税
を
府
県
税
と
す
る
と
と
は
勧
告
通
り
実
施
さ
れ
た
。

し
か
し
入
場
税
は
、
そ
む
大
部
分
が
国
税
に
移
管
さ
れ
入
場
譲
与
税
と
し
て
都
道
府
県
に
還
元
さ
れ
た
が
、
残
り
白
一
部
は
娯
楽
施

設
利
用
税
と
し
て
地
方
に
残
さ
れ
た
。
譲
与
税
と
し
て
、
道
府
県
に
入
場
譲
与
税
、
地
方
道
路
譲
与
税
が
あ
り
、
市
町
村
に
は
特
別
と

ん
譲
与
税
と
地
方
道
路
譲
与
税
が
設
け
b
れ
た
。

(
6
)
 
勧
告
に
よ
り
不
動
産
取
得
税
ほ
廃
止
さ
れ
た
が
一
一
十
九
年
よ
り
復
活
し
た
。

(
7
)
 
勧
告
に
な
か
っ
た
が
二
十
九
年
に
た
ば
こ
消
費
税
が
設
け
b
れ
た
。
道
府
県
た
ば
こ
消
費
税
治
上
び
市
町
村
た
ば
こ
消
費
税

は
、
日
本
専
売
会
社
が
売
り
渡
す
製
造
た
ば
己
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
。
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(
8
)
 
社
会
保
険
料
は
社
会
保
障
税
(
国
税
)
と
し
て
徴
収
す
る
が
勧
告
さ
れ
た
。

現
行
法
て
は
市
町
村
て
国
民
健
康
保
険
税
を
実
施
し
で
W
る。

(
9
)
 
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
制
度
は
勧
告
通
り
実
施
さ
れ
た
が
、
モ
の
総
額
を
定
め
る
の
に
毎
年
は
げ
し
い
政
治
的
折
衝
が
行
わ

れ
た
。二

十
九
午
に
現
行
の
地
方
交
付
税
制
度
陀
切
り
代
え
、
図
は
所
得
税
、
法
人
税
、
酒
税
の
一
定
割
合
を
地
方
団
体
に
交
付
税
と
し
て

交
付
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
交
付
税
主
分
回
す
る
方
法
は
従
来
の
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
白
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

(
叩
)
寄
附
金
を
廃
止
す
る
と
と
は
勧
告
通
り
の
方
針
が
と

b
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
状
は
予
想
さ
れ
た
ほ
ど
減
少
し
て
い
な
勺

ネ

キ

時e

キ

b与

Y

ヤ
ゥ
プ
税
制
は
、
わ
が
税
制
に
起
っ
た
大
地
震
ゼ
あ
っ
て
、
構
造
的
変
化
さ
え
も
起
し
た
の
で
あ
る
。
大
地
震
の
後
に
は
飴
震
が

起
り
が
ち
で
あ
る
、
占
領
時
代
が
過
ぎ
、
独
立
が
回
復
ぜ
ら
れ
る
に
と
も
な
H

V
ヤ
ゥ
プ
税
制

rも
多
〈
心
修
玉
が
試
み
ら
れ
た
。
然

し
飴
震
が
一
応
終
っ
た
今
日
と
し
て
は
、
我
国
税
制
は
新
し
く
出
発
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。




